
別表第１（第５条関係)

【事務事業の基本的事項】

課 係

会計 4款 1項 2目
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　予定受診者数

　受診者数/対象者数*100

満４０歳以上の市民を対象とした保健事業。

対象市民の健康保持に努める。
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公共事業 施設維持管理
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15,706

（単位：千円）
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作成者

法定受託事務

集団若しくは医療機関健(検)診を実施することで、受診の機会を与え、その結果要医
療と判定された者への医療機関受診を勧奨する。また、要指導者への健康相談、健康
教育教育及び訪問指導などを展開する。
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担 当 課 係 名 保健

新規／継続の区分

総 合 計 画 で の
位 置 づ け

基本計画 健康づくりの推進と病気予防体制の充実

健康づくりの推進

平成

施策の大綱

保健衛生費衛生費

補助金

すべての生命を慈しむ健康福祉のまち

老人保健事業費

総合計画の
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【事務事業の今までの成果】

【事務事業を取巻く環境】

【一次評価】

※一次評価の判定がＢ～Ｄのときは、下記に必ず記入すること。

【二次評価】

判 定 事 業 の 方 向 性 判 定 に 至 っ た 理 由

Ｂ
Ａ 現状のまま継続（実施）

法に基づき実施しなければならないが、努
力義務とされる検診は内容を検討しつつ、
継続する。

Ｂ 見直しの上で継続（実施）

Ｃ 大幅な見直しの上で継続（実施）

Ｄ 休止・廃止（統合を含む）を検討する事業

【具体的な今後の取組内容（改善の方向性、対象、意図、手段等について記載すること。）

平成20年度以降は健康増進法に基づき、同一に取り組んで行くものと思われます。但し、法の大きな改正点は、
市町村が実施すべきこれまでの基本健診が、保健課だけではなく国保、包括支援でもそれぞれ実施主体となり実
施されることになる。

継続して保健事業を展開してることで受診率の向上、市民の健康増進が図られている。
なお、老人保健事業には法に基づく健診事業の他に自治体の努力義務とされるがん検診も同一事業で取り組んで
いる。よって、効果については主要な健診（基本健診）のみのデータとする。

国・県・他自治体の動向

事業に対する市民の意見
（事業に対する期待、要望、苦情等）

平成19年度で老人保健法に基づく保健事業は廃止された。

判 定 判 定 に 至 っ た 理 由

Ｂ
市民の疾病予防や健康の保持のためにも、受診率の向上の図るためにも、事業のＰＲ及び検
診内容の検討などが必要と考える。
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